
千葉市科学館管理規則 
平成１８年９月２２日 
教委規則第７号 

（趣旨） 
第１条 この規則は、千葉市科学館設置管理条例（平成１８年千葉市条例第４４号。以
下「条例」という。）第１４条の規定に基づき、千葉市科学館（以下「科学館」と
いう。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 
 （プラネタリウムの投影時間） 
第２条 プラネタリウムの投影は、条例第７条に規定するプラネタリウム室の開館時間
内において実施するものとし、投影時間については、指定管理者があらかじめ千葉市
教育委員会（以下「委員会」という。）の承認を得て定めるものとする。 
（観覧券の発行） 
第３条 常設展示、企画展示及びプラネタリウムの投影を観覧しようとする者は、条例
第４条に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）から、観覧券の交付を
受けるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限り
でない。 
 （附帯施設の利用許可） 
第４条 バス駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ千葉市科学館バス駐車場利用
許可申請書（様式第１号）を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。 
２ 指定管理者は、科学館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付
すことができる。 
３ 第１項の規定による申請は、利用しようとする日の属する月の６月前の月の初日
（この日が条例第６条に規定する休館日（以下「休館日」という。）に当たるときは、
同日後の最初の休館日でない日。以下「受付開始日」という。）から、利用しようと
する日の属する月の２月前の月における同日に応当する日（応当する日がない場合に
あってはその翌日とし、この日が休館日に当たるときは同日後の最初の休館日でない
日。以下「受付終了日」という。）までの間に行うものとする。ただし、指定管理者
が特に必要があると認めるときは、受付開始日前又は受付終了日後の申請を受け付け
ることができる。 
４ 指定管理者は、第１項の規定による申請があったときは、これを審査するとともに、
許可したときは千葉市科学館バス駐車場利用許可書（様式第２号）を、許可しないと
きは千葉市科学館バス駐車場利用不許可通知書（様式第３号）を申請者に交付するも
のとする。 
 （利用料金の減免） 
第５条 条例第１０条に規定する委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合と
し、この場合における利用料金の減額又は免除については、次の各号に掲げる区分ご
とにそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。 
（１）市立小学校（千葉市立小学校設置条例（昭和３９年千葉市条例第１５号）第２条
に規定する市立小学校をいう。）、市立中学校（千葉市立中学校設置条例（昭和３
９年千葉市条例第１６号）第２条に規定する市立中学校をいう。）、市立養護学校
（千葉市立養護学校設置条例（昭和３９年千葉市条例第１８号）第２条に規定する
市立養護学校をいう。）及び市立高等学校（千葉市立高等学校設置条例（昭和３９
年千葉市条例第１７号）第２条に規定する市立高等学校をいう。）が学校教育の一
環として利用する場合 常設展示及びプラネタリウム（一般投影に限る。）の観覧
並びにバス駐車場の利用については免除並びに企画展示の観覧については利用料金
の額の２割に相当する額の減額 

（２）次に掲げる手帳の交付を受けている者が当該手帳を提示して利用する場合 常設
展示及びプラネタリウム（一般投影に限る。）の観覧については免除並びに企画
展示の観覧については利用料金の額の２割に相当する額の減額 
ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身体障



害者手帳 
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第
４５条に規定する精神障害者保健福祉手帳 
ウ 市長が発行する療育手帳 

（３）前２号に掲げる場合のほか、委員会が特に必要があると認める場合 委員会が別
に定める額の減免又は免除 

 （利用料金の返還） 
第６条 条例第１１条ただし書に規定する委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合
とする。 
（１）災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用ができなくな
った場合 

（２）前号に掲げる場合のほか、委員会が特に必要があると認める場合 
（入館者の遵守事項） 
第７条 科学館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 
（１）科学館の施設、設備等又は展示品を汚損又は破損するおそれのある行為をしない
こと。 

（２）騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしない
こと。 

（３）許可なくして物品の販売又は展示をしないこと。 
（４）展示品（撮影を禁止されたものに限る。）の撮影をしないこと。 
（５）所定の場所以外で飲食をしないこと。 
（６）所定の場所以外に出入りしないこと。 
（７）危険物又は動物（身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）第２条第１項
に規定する身体障害者補助犬を除く。）を持ち込まないこと。 

（８）前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う科学館の管理上必要な指示に従う
こと。 
（公告） 
第８条 委員会は、条例第１２条第１項の規定により指定管理者を公募しようとすると
きは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するものとする。 
（１）科学館の名称及び所在地 
（２）指定管理者が行う業務の範囲及び科学館の管理の基準 
（３）指定管理者に科学館の管理を行わせる期間（以下「指定期間」という。） 
（４）条例第１２条第３項の規定による申請（以下「指定申請」という。）に必要な書
類の内容 

（５）指定申請を受け付ける期間（以下「申請期間」という。）及び次条第１項に規定
する申請書の提出先 

（６）前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項 
（指定申請） 
第９条 指定申請は、申請期間内に千葉市科学館指定管理者指定申請書（様式第４号）
に、次に掲げる書類を添付して、委員会に提出することにより行わなければならな
い。 
（１）指定期間に属する各年度における科学館の管理に関する事業計画書及び収支予算
書 

（２）指定申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書
又は収支計算書。ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された法人その
他団体（以下「法人等」という。）にあっては、その設立時における財産目録 

（３）定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類及び法人にあっては当該法人の
登記事項証明書 

（４）法人でない団体にあっては、役員（代表者又は管理人の定めがあるものの代表者
又は管理人を含む。）の名簿 



（５）前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類 
２ 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めるときは、同項第１号に掲げる書類
及び同項第５号に掲げる書類のうち委員会が指定したものについて、申請期間内に
提出することを要しないこととすることができる。この場合において、同項の規定
により指定申請をした者は、委員会が定める期日までに、これらの書類を委員会に
提出しなければならない。 
 
（指定） 
第１０条 委員会は、条例第１２条第４項の規定により指定管理者を指定したときは、
千葉市科学館指定管理者指定書（様式第５号）を指定した法人等に交付するものと
する。 
２ 委員会は、条例第１２条第４項に規定する法人等でないと認めて、指定管理者とし
て指定しないときは、千葉市科学館指定管理者不指定通知書（様式第６号）を当該
法人等に交付するものとする。 
（告示） 
第１１条 条例第１２条第５項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。 
（１）科学館の名称 
（２）指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地 
（３）指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間 
（４）指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じ
た場合にあっては、その理由 

（５）管理の業務の一部の停止を命じた場合にあっては、当該停止した業務の範囲 
（協定の締結） 
第１２条 指定管理者は、委員会と科学館の管理に関する協定を締結しなければならな
い。 
２ 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。 
（１）科学館の管理に関する事業計画に関する事項 
（２）利用料金に関する事項 
（３）科学館の管理に要する費用に関する事項 
（４）科学館の管理に関して保有する個人情報の保護に関する事項 
（５）科学館の管理に関して保有する情報の公開に関する事項 
（６）事業報告書（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第７項に規
定する事業報告書をいう。以下同じ。）その他科学館の管理に関する業務の報告
に関する事項 

（７）指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項 
（８）前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項 
（事業報告書の提出） 
第１３条 指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、事業報告書に科学館の管理に関
する収支決算書を添付して、委員会に提出しなければならない。 
（展示品の館外貸出し） 
第１４条 展示品は、他の科学館その他委員会が適当と認める者に館外貸出しをするこ
とができる。 
２ 展示品の館外貸出しを受けようとする者は、展示品館外貸出申請書（様式第７号）
を委員会に提出し、展示品館外貸出許可書（様式第８号）の交付を受けなければな
らない。 
３ 展示品の館外貸出しの期間は、６０日以内とする。ただし、委員会が特に必要があ
ると認めるときは、その期間を延長することができる。 
４ 委員会は、必要があると認めるときは、館外貸出しの期間中であっても展示品の返
還を求めることができる。 
 （バスの範囲） 



第１５条 条例別表第３項備考に規定する委員会規則で定める自動車は、道路交通法施
行規則（昭和３５年総理府令第６０号）第２条に規定する大型自動車及び中型自動車
とする。 
（委任） 
第１６条 この規則に定めるもののほか、科学館の管理に関し必要な事項は教育長が定
める。 
附 則 

１ この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第８条から第１２条までの規
定は、公布の日から施行する。 
２ 第４条の規定による附帯施設の利用の許可に関する手続は、この規則の施行の日前
においても行うことができる。 
３ 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令（平成１８年内閣府令第４号）の施
行の日前における第１５条の規定の適用については、同条中「大型自動車及び中型自
動車」とあるのは「大型自動車」とする。 
 



様式第１号 
 

千葉市科学館バス駐車場利用許可申請書 
 

 
年  月  日 

 
（あて先）指定管理者 

 
申請者 所在地 

名 称 
代表者氏名         ○印 
電話番号 
担当者の氏名 

 
 

千葉市科学館のバス駐車場を利用したいので、下記のとおり申請します。 
 

記 
 

日 時 
年  月  日 （ ） 
 ：   ～   ： 

バ ス の 種 類 大型自動車 ・ 中型自動車 

台 数 台 

 



様式第２号 
 

千葉市科学館バス駐車場利用許可書 
 

 
年  月  日 

 
        様 
 
 

指定管理者           ○印 

 
 
 

千葉市科学館のバス駐車場の利用について、下記のとおり許可します。 
 
記 
 

日 時 
年  月  日 （ ） 
 ：   ～   ： 

バ ス の 種 類 大型自動車 ・ 中型自動車 

台 数 台 

料 金 円 

 
※ 料金は、当日受付窓口にてお支払いください。 



様式第３号 
 

千葉市科学館バス駐車場利用不許可通知書 
 
 

年  月  日 
 

         様 
 

指定管理者           ○印 

 
 
千葉市科学館のバス駐車場の利用についての下記の申請は、次の理由により不許可
となりましたので、通知します。 

 
記 
 

日 時 
年  月  日 （ ） 
 ：   ～   ： 

バ ス の 種 類 大型自動車 ・ 中型自動車 

台 数 台 

理 由  

 
 
 
 
 
 
教示 
１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して６０日以内に、千葉市長に対してすることができます。 
２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６箇月以内に、指定管理者を被告として提起することができます。 



様式第４号 
 

千葉市科学館指定管理者指定申請書 
 
 

年  月  日 
 

（あて先）千葉市教育委員会 
 
 
 

申請者 所在地 
名 称 
代表者氏名         ○印 
電話番号 
担当者の氏名 

 
 
 

千葉市科学館の指定管理者の指定を受けたいので、申請します。 
 
 



様式第５号 
第     号 

 
千葉市科学館指定管理者指定書 

 
 
 
        様 
 
 
次のとおり千葉市科学館の指定管理者として指定します。 

 
 
      年  月  日 

 
千葉市教育委員会  印 

 
 

１ 指定期間 
       年  月  日から    年  月  日まで 
 
 
２ 指定の条件 
 
 
 



様式第６号 
  第     号 

 
 

千葉市科学館指定管理者不指定通知書 
 

 
          様 

 
 
     年  月  日付けで申請のあった千葉市科学館の指定管理者の指定に
ついては、次の理由により指定しないので、通知します。 
 
 
    年  月  日 

千葉市教育委員会  印 
 

理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教示 
１ この処分についての異議申立ては、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６０日以内に、千葉市教育委員会に対してすることができます。 
２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６箇月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 



様式第７号 
展示品館外貸出申請書 

 
年  月  日 

（あて先）千葉市教育委員会 
 
申請団体名 
所在地 
代表者職氏名         ○印 
電話番号 

 
下記のとおり展示品の館外貸出しを受けたいので、申請します。 

 
記 

 
利用目的  
利用場所  
利用期間 年  月  日から  年  月  日まで 

分 類 番 号 品 名 数 量 備 考 
    貸出展示品 
    

利用方法  
輸送方法  
取扱責任者  

 



様式第８号 
第     号 
年  月  日 

 
展示品館外貸出許可書 

 
 
            様 

千葉市教育委員会  印 
 

下記のとおり展示品の館外貸出しを許可します。 
 

記 
 
利用目的  
利用場所  
利用期間 年  月  日から  年  月  日まで 

分 類 番 号 品 名 数 量 備 考 
    貸出展示品 
    

利用方法  
輸送方法  
取扱責任者  

 
 
 


